
認定申請

R6.4.1～R7.1.10 まで受付

　添付書類

交付申請 （奨学金返還後）

R7.1.10~R7.3.31 まで受付

　添付書類

　※ 奨学金返還額証明書など

※ 完納証明など

交付請求書

　添付書類

　・通帳の写し

※ 翌年以降の申請も同じ流れとなりますが一部添付書類を省略できます。

※ 年の途中で仕事を退職または転職、町外転出、町外転移した場合は下記まで連絡お願いします。

※ 年の途中で仕事を辞めた場合、就労期間のみ助成対象となります。

担当課　紀美野町役場　まちづくり課

電話：073-495-3462 ファックス：073-495-3334

メール：machidukuri@town.kimino.lg.jp

交付申請書作成、提出
受理

書類審査

奨学金返還助成事業申請フロー図

年間予定 申請者 まちづくり課

交付対象者認定申請書

作成、提出

受理

書類審査

・卒業したことを証明する書類

　・奨学金借入額及び返済予

　　定額を確認できる書類
認定通知受領

認定通知

発行

　・勤務先、勤務状況が分か

　　る書類

助成金入金 助成金支払い

注意事項

　・住民票の写し

　（コピー不可）

　・奨学金を返済した額が分

　　かる書類

(R6.1月～12月分の返済合計）

交付決定通知受領
交付決定通知

発行　・町税を滞納していないこ

　　とが分かる書類

交付請求書作成、提出 受領 
　交付決定通知を受領してから

　1週間以内に提出

提出

提出

送付

提出

送付


